
池田町訓令第３号 

 

池田町公益通報に関する要綱を制定する訓令を次の通り定める。 

 令和 ８年 ４月 １日 

 池田町長 杉 本 博 文 

 

池田町公益通報に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号。以下         

「法」という。）の規定に基づき、町職員等及び外部の労働者等からの公

益通報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号定

めるところによる。 

 （１） 町職員等次のいずれかに該当する者をいう。 

   ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定する

一般職に属する町の職員及び同条第３項第３号に規定する特別職に

属する町の職員 

   イ 町との請負契約その他契約に基づいて事業を行う事業者の役員

及び従業員 

   ウ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に

よる町の施設の指定管理者の役員及び従業員 

   エ 公益通報の日前１年以内にアからウまでに掲げるいずれかの者

であったもの 

 （２） 内部通報対象事実 町の職務上の行為に関し、法令（条例、規則

等を含む。）に違反する行為の事実をいう。 

 （３） 内部公益通報 町職員等が、内部通報対象事実が生じ、又はまさ

に生じようとしている旨を町に通報することをいう。 

 （４） 外部の労働者等 法第２条第１項各号に掲げる者（町職員等を除

く。）をいう。 

 （５） 外部通報対象事実 法第２条第３項に規定する通報対象事実（町

の機関が処分又は勧告等をする権限を有するものに限る。）をいう。 

 （６） 外部公益通報 外部の労働者等が、外部通報対象事実が生じ、又

はまさに生じようとしている旨を法第２条第１項の規定により町の機

関に通報することをいう。 



 （７） 通報対象事実 内部通報対象事実及び外部通報対象事実をいう。 

 （８） 公益通報 内部公益通報及び外部公益通報をいう。 

 （９） 通報者 公益通報を行った町職員等及び外部の労働者等をいう。 

 （公益通報の窓口） 

第３条 公益通報を受け付ける窓口（以下「公益通報窓口」という。）を

総務財政課に置くものとする。 

２ 公益通報窓口の責任者（以下「通報対応責任者」という。）は総務財  

政課長とし、公益通報対応業務を総括するものとする。 

３ 通報対応責任者は、公益通報対応業務に従事する職員（以下「通報対

応業務従事者」という。）を総務財政課職員の中から指名するものとす

る。 

 （通報者の責務） 

第４条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を 

行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の

不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的等の不当な目的のため

に公益通報してはならない。 

 （公益通報の受付） 

第５条 公益通報は、文書、電子メール、面談等によるものとする。 

２ 通報対応業務従事者は、公益通報を受け付けたときは、通報者の秘密 

保持に配慮しつつ、通報者の氏名、連絡先及び通報対象事実の内容等に

ついて公益通報受付票（様式第1号） に記録するとともに通報者に対し

て次に掲げる事項を説明するものとする。ただし、通報者が説明を望ま

ない場合又は匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場

合は、この限りでない。 

 （１） 公益通報に関する秘密は保持されること。 

 （２） 個人情報は保護されること。 

 （３） 公益通報を受け付けた後の手続きの流れに関すること。 

３ 公益通報の内容について、処分、勧告等を行う権限が町以外の行政機   

関に属することが明らかなときは、当該行政機関を通報者に教示するも

のとする。 

 （公益通報の受理） 

第６条 通報対応責任者は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受

理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報受理（不受理）

通知書（様式第２号）により、通報者に対して通知するものとする。た

だし、通報者が通知を希望しない場合又は匿名による通報のため通報者



への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この

限りでない。 

 （調査の実施） 

第７条 通報対応責任者は、受理した公益通報に係る通報対象事実に関

し、該当する主管課へ必要な調査を行わせ、通報対応従事者はこれを補

佐するものとする。 

２ 主管課は、調査の実施に当たっては、通報に関する秘密を保持し、通 

報者が特定されないよう十分配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方

法により行うものとする。 

 （調査結果に基づく措置） 

第８条 主管課は、前条の規定による調査の結果及び通報対象事実がある

と認めるときは、速やかに是正措置その他適切な措置（以下「是正措置

等」という。） を講じなければならない。 

２ 主管課は、通報対象事実についての調査結果、是正措置等の内容を公

益通報等処理報告書（様式第３号）により通報者に通知するものとす

る。ただし、通報者が通知を希望しない場合又は匿名による通報である

ため、通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある

場合は、この限りでない。 

３ 前項の通知は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名

誉、プライバシー等に配慮して行わなければならない。 

４ 主管課は、公益通報等処理報告書（様式第３号）により、総括通報等

責任者および、通報・相談窓口に報告する。 

 （通報者の保護） 

第９条 町長は、内部公益通報を行ったことを理由として、当該通報を行

った町職員等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。 

 （秘密保持及び個人情報保護） 

第10条 公益通報への対応に関与した職員（公益通報への対応に付随する

職務等を通じて、公益通報に関する秘密を知り得た者も含む。）は、公

益通報に関する秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならな

い。当該職を退いた後においても、同様とする。 

 （公表） 

第11条 町長は、公益通報の件数その他必要と認める事項について、毎年 

度公表するものとする。 

 （他の法令等との関係） 

第12条 公益通報への対応については、他の法令（条例、規則等を含



む。）に特別な定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除く

ほか、この要綱に定めるところによる。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



様式第 1 号（第５条関係） 

 

池田町公益通報受付票 

 

 

 

 

受付年月日 
年  月  日 

時  分 
受付者 

所属： 

氏名： 

通報の方法 電話･電子メール･ＦＡＸ･郵送･面会･その他（     ） 

通 報 者 

（住所） 

 

（氏名） 

顕名（       ）・匿

名 

（電話・FAX） 

 

（メールアドレス） 

 

通報対象者 

（名称等） 

 

（代表者） 

 

（住所） 

 

（連絡先） 

 

（通報者との関係） 

 

件   名  

通報の概要  

根 拠 資 料 等

の有無、名称 
 有（                  ）・無 

違 反 す る 法

令（条項） 
 

処 理 欄 

１ 町の所管に属する場合（第５条関係） 

法令等所管課名： 

２ 町の所管に属さない場合（第５条関係） 

 教示の相手先： 



様式第２号（第６条関係）  

 

  年  月  日  

 

        様 

池田町長   印  

 

 

公益通報受理（不受理）通知書  
 

 

（ 外部 ・ 内部 ）  

 

 

１ 受理の場合  

    年  月  日付通報については、公益通報保護法第２条第１項

に規定されている公益通報として受理することとしましたので通知しま

す。  

 

 

 

２ 不受理の場合  

    年  月  日付通報については、公益通報保護法第２条１項に規

定されている公益通報の要件を満たしていないことから、公益通報として受

理しないこととしましたので通知します。  

 理由：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

   

年  月  日 

（通報対応責任者） 

総務財政課長 殿 

（通報対応業務従事者） 

 担 当 職 員  殿 

                           （主管課長） 

 

公益通報等処理報告書  

 
次の通報について、処理の結果（調査及び措置）を報告します。  

件 名  

通 報 者 

（住所）  

 

（氏名）  
顕名（       ）・匿名  

処理の結果  

 

 

 

 

 

 

調査結果の

通知  
    年  月  日  

措置結果の

通知  
    年  月  日  

 



様式第４号（第８条関係） 

 

年  月  日 

        様 

                           池田町長 印 

 

公益通報調査及び措置結果通知書 

 

受 付 日      年  月  日 

 

 

調査結果 

 

 

 

措置の内容及び

是正結果 

 

 

 

その他参考事項 

 

 


